
平成 14 年度第 1 回杉並区外部評価委員会次第 

平成 14 年 9 月 11 日午後 3 時 

西棟 6 階第 5 会議室 

 

１ 開 会                横山副参事（行政評価担当） 

 

２ 区 長 挨 拶                      区   長 

 

３ 区出席者紹介                横山副参事 

 

４ 委 員 紹 介                      （自己紹介） 

 

５ 会 長 選 出                      横山副参事 

 

６ 会 長 挨 拶                       

 

７ 会長職務代理者指名             会   長 

 

８ 議 事                      会   長 

（１）事務局説明 

  ① 委員会の運営全般について        政策経営部長      

  ② 杉並区の行政評価全体像について     横山副参事 

③ 外部監査について            総務課長 

④ 入札監視委員会について         経理課長 

⑤ 当面の課題とスケジュール        横山副参事 

（２）意見交換 

  ・事務局説明等について質疑・意見 

（３）その他 

 

９ 閉 会                        



資料１ 

杉並区外部評価委員会設置要綱 
平成 14 年 ９月６日 

杉政企発第 ７７号 

 

（設置） 

第１条 区における行政評価制度を第三者の立場から充実させ、その客観性を高めるとと 
 もに、政策実現手段としての入札及び契約手続の公正性、透明性を確保するため、杉並

区外部評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 区による行政評価の結果について、意見をまとめ公表すること。 

（２） 行政評価制度の改善等に関すること。 

（３） 個別外部監査のテーマの選定に関すること。 
（４） 入札及び契約手続の運用状況等の報告に対する意見の具申に関すること。 

（５） 入札及び契約手続に関する利害関係者からの苦情申立ての処理に関すること。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員５名をもって構成する。 

２ 委員は、学識経験者及び区在住の専門家等のうちから区長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

（会長） 

第４条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 区長は、必要があると認めるときは、会長に委員会の開催を求めることができる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者又は関係職員の出席を求め、意見 
 を聴き、又は説明を求めることができる。 

（会議の公開） 

第６条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員会の決定により、非公開とすることが 

 できる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、政策経営部企画課・経理課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に 
 定める。 

附 則 

この要綱は、平成 14 年９月 11 日から施行する。 



外部評価委員会の役割 

 
（１）【区による行政評価の結果について、意見をまとめ公表すること】 

行政内部での自己評価による行政評価を、外部委員会の目で客観的に評価

し、専門的に検証することにより、杉並区の行政評価全体の質と信頼性を高

める。 
 
（２）【行政評価制度の改善に関すること】 

行政評価制度は、杉並区では平成１１年度の事務事業評価制度の実施から

年度を追って経験を深めてきたが、全国的にまだスタートして間もない分野

であり、行政執行の見直しのシステムとしてさらに改善を積み重ねていかな

ければならない。外部評価委員会は、専門的な第三者機関として、制度の改

善に向けた助言を行う。 
 

（３）【個別外部監査のテーマの選定に関すること】 
行政評価を行った事項から、外部評価委員会が個別外部監査のテーマ（対

象候補）を選定することにより、個別外部監査を効率よく進め、且つ個別外

部監査によって行政評価の検証を行い、行政評価の充実と事務の改善など行

政の効率化に寄与する。 
 
（４）【入札及び契約手続の運用状況等の報告に対する意見の具申に関するこ

と】 
 公共工事の入札・契約に関する一連の入札過程とその結果について、１年

間の実施状況一覧表等（入札方式別件名、契約金額、入札経過調書等）の資

料をもとに、総括的講評と個別抽出案件について意見や助言などの客観的評

価を行う。 
 

（５）【入札及び契約手続に関する利害関係者からの苦情申立ての処理に関す

ること】 
 公共工事の入札・契約に関して、入札参加希望者で資格要件がないと判断

された者、入札参加者で落札者となれなかった者又は契約の履行確認検査等

における結果や成績評定などに不服のある者（利害関係者）からの苦情・不

服の申立てがあり、契約担当者の事前説明でもなお不服がある者について、

その苦情の内容や方策について公正中立の立場から審議する。 
 



 

杉並区外部評価委員会 委員名簿 

 

 
※会議録中、委員名は原則として「会長」または「委員」と表記されています。 

氏  名 所   属 

瀬
せ

 口
ぐち

 清
きよ

 之
ゆき

 日本銀行政策委員会室調査役 

根
ね

 建
だて

 伸
のぶ

 子
こ

 
株式会社キャリアネットワーク取締役 
財団法人２１世紀職業財団（労働省）「ポジティブアクションを促
進するための研究委員会」委員 

町
まち

 田
だ

 幸
こう

 蔵
ぞう

 
日本公認会計士協会杉並地区会副会長 
前財団法人杉並区まちづくり公社監事 

山
やま

 本
もと

  清
きよし

 

国立学校財務センター研究部教授 
（前岡山大学経済学部教授） 
総務省「政策評価・独立行政法人評価委員会」委員 
財務省「政策評価の在り方に関する懇談会」委員 

吉
よし

 川
かわ

 富
とみ

 夫
お

 
財団法人東京市政調査会研究部次長 
中央大学大学院公共経済学兼任講師 















資料３ 

外部監査制度の概要について 
 
１ 包括外部監査と個別外部監査 

地方自治体の外部監査には包括外部監査と個別外部監査がある。 
(1) 包括外部監査 

年度を契約単位とした監査であり、包括外部監査人は、一定の監査範囲の中からテ
ーマを決めて、年 1 回以上の監査を実施する。 

(2) 個別外部監査 
自治法で認められた議会、長又は住民からの監査の請求や要求に基づいて実施する。 

   監査対象は下表のとおり。 
 
監査事項一覧 

外部監査人の監査 
監査事項 根拠規定 監査委員の監査 

包括監査 個別監査 
財務監査（定期監査） 第 199 条 1 項、4 項 ○   
財務監査（随時監査） 第 199 条 1 項、5 項 ○ ○  
行政監査 第 199 条 2 項 ○   
決算審査 第 233 条 2 項 ○   
例月出納検査 第 235 条の 2 1 項 ○   
基金の運用状況の審査 第 241 条 5 項 ○   
財政援助団体等の監査 第 199 条 7 項 ○ ○  

（長の要求） 第 199 条 7 項 ○  ○ 
指定金融機関等の監査 第 235 条の 2 2 項 ○   

（長の要求） 第 235 条の 2 2 項 ○   
事務監査 住民の請求 第 75 条 1 項 ○  ○ 
     議会の請求 第 98 条 2 項 ○  ○ 
     長の要求 第 199 条 6 項 ○  ○ 
住民監査請求 第 242 条 1 項 ○  ○ 
職員の賠償責任監査 第 243 条の 2 3 項 ○   
 
２ 外部監査人の資格 
「地方自治体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」
であって、次のいずれかに該当する者 
① 弁護士 
② 公認会計士 
③ 国の会計検査院ＯＢ、地方自治体の監査事務局のＯＢ等 
④ 税理士 

 
３ 外部監査人の任期 
 (1) 包括外部監査 
   会計年度ごとに契約を締結し、当該会計年度ごとにその監査契約が終了する。 

(2) 個別外部監査 
  案件ごとに契約を締結し、任期はその契約が終了する時となる。 



杉並区外部監査契約に基づく監査に関する条例 
 

平成 14 年 3 月 19 日 

杉並区条例第 6 号 
 
（目的） 
第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）

第 252 条の 27 第 1 項に規定する個別外部監査契約に基づく監査に関し必要

な事項を定めることを目的とする。 
（個別外部監査契約に基づく監査） 
第２条 区民のうち法第 75 条第 1 項の選挙権を有する者は、同項の請求をす

る場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代え

て同法第 252 条の 27 第 3 項に規定する個別外部監査契約（以下「個別外部

監査契約」という。）に基づく監査によることを求めることができる。 
２ 杉並区議会は、法第 98 条第 2 項の請求をする場合において、併せて当該

請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく

監査によることを求めることができる。 
３ 区長は、法第 199 条第 6 項の要求をする場合において、併せて当該要求に

係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に

よることを求めることができる。 
４ 区長は、次に掲げるものについての法第 199 条第 7 項の要求をする場合に

おいて、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外

部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 
(1) 杉並区（以下「区」という。）が法第 199 条第 7 項に規定する財政的援

助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るも

の 
(2) 区が出資しているもので地方自治法第 199条第 7項の政令で定めるもの

の出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの 
(3) 区が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その

他の事務の執行で当該保証に係るもの 
(4) 区が受益権を有する信託で法第 199条第 7項の政令で定めるものの受託

者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの 
(5) 区が法第 244条の 2第 3項の規定に基づき公の施設の管理を委託してい

るものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るもの 
５ 区民は、法第 242 条第 1 項の請求をする場合において、併せて当該請求に

係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に

よることを求めることができる。 
附 則 

この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 



区　名 導　入 当面予 備　　　　　　　　考

予　定 定なし

千代田 ○

中　央 ○

港 ○ ○ ○ 13年度から導入。個別は実績なし。

新　宿 ○

文　京 ○ ○ ○ 12年度から導入。個別は実績なし。

台　東 ○

墨　田 ○

江　東 ○

品　川 ○

目　黒 ○ ○ ○ 平成14年度から導入。個別は予備費で対応。

大　田 ○

世田谷 ○

渋　谷 ○

中　野 ○

杉　並 ○ － ○ 平成14年度から導入。

豊　島 ○ ○ － 平成12年度から導入.

北 ○

荒　川 ○ ○ － 平成13年度から導入。

板　橋 ○

練　馬 ○

足　立 ○

葛　飾 ○

江戸川 ○

計 ６区 ０区 １７区

個別

外部監査制度導入状況（23区）

導入内容導　入　状　況

導入中 包括



外部監査制度の流れ図（外部評価委員会からの流れ） 

 外部評価委員会 長 監 査 委 員 議   会 外部監査人 
Ｈ14 
10 月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 月 
 
 
 
12 月 
 
 
 
 
 
 
Ｈ15 
2 月 
 
3 月 

 
答申● 

（個別外部監査の 

テーマ案の選定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●受理 

          
     ● 
外部監査人候補者の選定 

 
◎ 

・個別外部監査の要求 

 

     ● 
議会に付議 

（20 日以内） 

 
    受理● 
 

結果通知● 
 
● 

個別外部監査契約締結 

 
     ● 
    告 示 

 
 
 

● 
報告書受理 

        
 

● 
必要な措置 

 
 
 
      
 

 
●受理 

     （合議） 

 
●意見通知 

      
 
 
 
 
     ●受理 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
  
●     ● 
公表    報告書受理 

 
● 
公表 

 
   
   
   
 
 
 
      
 
 
 
     ●議決 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

報告書受理 

● 
 
             
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 個別外部監査実施 

 
              

 
● 

結果報告書提出 

       
 
 
       
      

 



区市名 年　度 監　査　テ　ー　マ　（いずれも包括）

港 １３年度 ・住宅事業に係る財務及び運営管理について

・（財）港区スポーツふれあい文化健康財団の経営管理について

14年度 ・高齢者介護施設等の財務事務と運営について

・学校給食に係る財務管理と運営のあり方について

文　京 12年度 ・行政サービスコスト管理の検討について（出先機関）

・事務委託等の検討について

１３年度 ・補助金等の検討について

・未収金等債権管理の検討について

14年度 ・行政サービスコスト管理の検討についてⅡ（庁内）

・財産の管理状況の検討について

目　黒 14年度 ・補助金に関する事務の執行について

・区出資の財政援助団体のうち、規模が大きく援助金が多額な団体（３団体）の財務事務

　及び経営管理について

豊　島 12年度 ・公社の財務事務及び経営管理について

・情報システムの財務事務及び管理運営について

１３年度 ・高齢者福祉に関わる公の施設の管理について

・図書館運営について

14年度 ・保育事業に関する財務事務の執行について

・区立住宅に関する財務事務の執行について

荒　川 １３年度 ・区の出資財団（３団体）の経理について

14年度 ・区立特別養護老人ホーム（併設施設を含む）の管理運営委託について

八王子 11年度 ・委託料に関する事務の状況について

12年度 ・土地の管理状況等について

・補助金の執行状況について

・財政援助団体等の出納その他の事務の執行状況について

１３年度 ・清掃事業における事務の執行等について

・市営住宅の建設及び管理に関する事務の執行等について

14年度 ・公用財産及びそれに準ずる借用財産の維持管理等における事務の執行等について

外部監査制度導入区市（都内）の監査テーマ



資料４ 

外部評価委員会資料  
平成１４年９月１１日 

 
 
 
 
 
 

 
入札・契約制度と外部評価について 

 
 

～公正性・透明性の向上を求めて～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成１４年９月 

 
 

杉並区政策経営部経理課   



 1 

１ 入札・契約制度の基本的考え方 

 杉並区では、これまで予定価格の事前公表、低入札価格調査制度の導入、現

場説明会の廃止、談合情報の取扱に関する規程の策定や指名停止基準の一層の

厳正化、不正行為に対する措置の公表など、区の姿勢を明確にしています。 
 また、区では、電子自治体の構築をめざして、IT を活用したさまざまな取り

組みを始めています。その一環として、入札・契約制度の適正化や実務の迅速

化を通じてコスト縮減を図っていくため、平成１６年度の電子入札の本格稼動

を前提として現在、準備を進めています。 
 こうした中で、区では、入札・契約適正化法の施行を契機として、制度の透

明性や競争性・客観性の一層の向上を図るため、次のような基本的考え方に基

づき入札・契約制度の改善に取り組んでいます。 
 
（１） 入札関連情報を積極的に公表すること。  
    入札関連情報は、予定価格の事前公表を含め、、すべてホームページ上

で公表することとし、透明性を高めています。 
（２） 指名競争入札を抑制し、条件付一般競争入札を拡大すること。  
  ① 競争性を高め、コスト縮減を実現していくため、一定条件の下に入札

参加者の規模を拡大し、併せて、その匿名性を確保しています。 
  ② 入札公告をホームページ上で公表し、申請手続きを一部電子化してい

ます。 
（３） 違法・不公正な入札を排除し、入札及び契約秩序を確保すること。  
  ① 談合、ダンピングといった違法・不公正な行為が疑われるときは、入

札を留保又は中止し、指名停止・公表などペナルティの措置を厳しくし

ています。 
  ② 違法行為による契約解除及び損害賠償請求が迅速に実現できるよう契

約で特約しています。 
（４） 事業者の履行の確保と適正な評価を実践すること。  
  ① 契約事業者の履行を確保するため、一定価格以上の契約保証金を一般

より引き上げています。 
  ② 工事成績評定制度について、事業者の姿勢や技術・能力をより客観的

に評価し、不良不適格業者を排除するため、評定事項を細分化して実践

しています。 
（５） 区内事業者への適切な支援策を講じること。  
   区内中小事業者の受注機会を確保するため、過度の地域要件を廃しつつ、

制度の趣旨や合理性を損なわない範囲で支援策を講じています。 
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２ 入札・契約制度の概要  

 
（１）契約締結の根拠法令、形態  

① 根拠法令 

・地方自治法第 234 条第 1 項及び第 2 項 

・   〃 施行令第 167 条～第 167 条の 15 

・ 杉並区契約事務規則 

② 条件付一般競争入札 

     ・予定価格 3 千万円以上の工事及び委託案件 

   ・予定価格１千万円以上の物品案件 

③ 指名希望制指名競争入札 

   予定価格 2 千万円以上３千万円未満の工事案件 

④ 指名競争入札 

   ・予定価格 130 万円を超え 2 千万未満の工事案件 

   ・予定価格 50 万円を超え３千万円未満の委託案件 

   ・予定価格 80 万円を超え 1 千万円未満の物品案件 

⑤ 随意契約 

   ・予定価格１30 万円以下の工事案件 

   ・予定価格 50 万円以下の委託案件 

   ・予定価格 80 万円以下の物品案件 

 

（２）入札の方法  

① 予定価格 250 万円以上の年間工事発注予定表を区公式ホームページ及び経理課掲

示板に掲載（平成 14 年 4 月実施） 

② 予定価格の事前公表（平成 13 年 4 月実施） 

   ・予定価格２千万円以上（平成 15 年 4 月から予定価格 130 万円以上）の工事案件 

③ 現場説明の効率化(平成 13 年 4 月実施) 

現場説明を廃止し、入札関係図書は、郵便、宅配便、FAX で送付する。 

④  郵送による入札（平成 14 年 4 月実施） 条件付一般競争入札対象案件 

発注案件の公告を区公式ホームページに掲載し､入札参加申し込みは、メール又

はファックスで受け付ける。入札参加業者は、入札書を杉並郵便局留で提出する。 
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⑤  予定価格の事後公表(平成 10 年１２月実施) 

予定価格 130 万円を超え 2 千万円未満の工事 

(区公式ホームページ、経理課契約担当窓口） 

 

 （３） 競争入札参加資格審査委員会の設置（昭和 52 年 5 月実施）  

 （根拠）競争入札参加資格審査委員会規程 

  一般競争入札に参加できる者の参加条件を設定する。 

  ① 1 号委員会  委員長 助役、委員 ４名 

    1 億５千万円以上の契約案件（物品は 4 千万円以上） 

② 2 号委員会  委員長 政策経営部長、委員 5 名 

    3 千万円以上 1 億 5 千万円未満の契約案件（物品は１千万円以上４千万円未満） 

  ③ 3 号委員会  委員長 助役、委員 4 名 

   「杉並区競争入札参加有資格者指名停止基準」に基づく業者への措置 

 

 （４） 低入札価格調査制度の導入(平成 13 年 4 月実施)  

  (根拠)杉並区低入札価格に関する調査規程 

  低入札価格審査委員会 委員長 政策経営部長、委員 3 名 

  ・予定価格 2 千万円以上の工事案件が対象 

  ・低入札価格審査委員会において契約締結の可否を審査 

  ※低入札価格調査制度とは、調査基準価格（最低制限価格に相当する価格）未満で応

札した者に対して、その者の有する技術力や経営状況等を調査し、履行の可否を判断

することである。 

 

（５）談合等の不正行為の排除  

 （根拠）杉並区談合情報取扱規程 

  談合情報検討委員会  委員長 助役、委員 ４名 

①  談合情報取扱規程の導入（平成１２年１２月実施） 

公正な競争を確保するため、談合情報に対する取扱いについて規定 

 ②  標準契約書の改正（平成１４年４月実施） 

    独禁法違反による審決の確定、課徴金の納付命令等が出された場合等に不正行為

の排除を徹底するため、契約解除による違約金及び迅速な損害補填を図るための損

害賠償の額をあらかじめ約定する。 
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 ③ 指名停止基準の改正（平成１４年１０月改正） 

    不正・違法な入札を防止するため、談合等の独禁法違反者等に対する指名停止基

準の強化 

 

（６）区内業者支援策  

予定価格 500 万円未満（平成 13 年度までは 300 万円）の案件は、原則として区内

に営業本拠地のある法人又は個人事業主を指名する。 

 

（７）電子入札の導入   

  導入の目的 

①  一般競争入札の適用範囲の拡大に伴う事務量への対応 

②  区民サービス、透明性、公正性の向上 

③  事業者の利便性の向上による効率化とコスト縮減 

  東京都、区市町村で電子入札システムを共同開発するための、「都区市町村電子自 

治体共同運営協議会準備会」が発足し、杉並区も参加している。電子入札システム 

は、16 年度中に稼動予定。 

 

 （８） ホームページ（入札のお知らせ）の開設(平成１４年４月実施)   

  電子入札の一環として区公式ホームページに入札・契約制度に関する情報を掲載 

 している。 

  掲載項目 条件付一般競争入札の発注案件の公告、全ての入札結果（入札経過調書、

工事概要書、指名理由）、入札書等の書類様式、区からのお知らせ情報 
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３ 外部評価機能のあらまし 

 
 入札・契約手続の公正性・透明性を向上させていくため、第三者の意見や評

価とともに、入札過程における非落札者等の利害関係者からの苦情に対する審

議・公表を通じて、その客観性をさらに高めていくため、総合的な入札監視委

員会として杉並区外部評価委員会を設置するものです。 
 委員会における審議事項は、次のとおりとします。 
 

 

 定例審議  

 
（１） 定例会の開催 
    入札・契約制度の運用状況について、原則として毎年度１回、定例会

を開催する。 
 
（２） 審議の対象 
    予定価格１３０万円以上の発注工事とする。 
 
（３） 審議方法 

① 区は、入札方式別に、工事件名、業種、工期及び契約金額を記載した

発注工事一覧を委員会開催日の概ね１ヶ月前までに委員会に提出する。 
  ② 委員会は、審議対象とすべき事案又は制度若しくは運用方法等につい

て、区から必要な説明を聴取する。 
  ③ 委員会は、入札参加資格の設定、事業者の選定方法の適否等、必要と

認められる事項について審議する。 
 
（４） 審議内容の公表 
    委員会は、審議終了後、その概要について公表する。 
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 苦情処理審議  

 
（１） 委員会の開催 
    区は、予定価格１３０万円以上の発注工事における入札・契約手続に

ついて、利害関係者からの苦情申立があり、契約担当者による事前審査

による回答によってもなお不服がある場合、利害関係者の再申立により、

委員会の開催を求めるものとする。 
 
（２） 審議の対象となる利害関係者及び申立の範囲 
  

   区   分  利 害 関 係 者    苦情申立の範囲    

 

１ 
 

総合評価一般競争入札 

 

 総合評価の結果、落

札者とされなかった者 
 

 落札者とされなか

った理由 
 

入札参加を希望した

者のうち、入札参加資

格がないと判断された

者 

入札参加資格がな

いと判断された理由 
 
 
 
２ 
 

 
 

 
 
条件付一般競争入札 
及び 

希望型指名競争入札  調査基準価格を下回

った入札について、調

査の結果、履行能力が

ないと判断された者 

履行能力がないと

判断された理由 
 

 
３ 

検査・工事成績評定 検査・工事成績評定を

受けた者で不服のある

もの 

検査・工事成績評定

の事項 

  
（３） 委員会の運営 
    委員会は、苦情申立事案について、必要に応じて申立人及び区の説明

を求めることができるものとする。   
 
（４） 審議結果の公表  
    委員会は、審議結果を申立人に通知するものとし、その概要について

公表する。 
 
 
















